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第 10 回：一時多量ごみ（引越しごみ等）の出し方

苅田町では、ごみの減量化・資源化・リサイクルに取り組んでおり、毎月 25 日号でごみの正しい出し方を
紹介しています。今回は「一時多量ごみ（引越しごみ等）」の出し方についてお知らせします。

引越しの時など通常より多くのごみが出る場合、通常のごみ収集では収集できません。ごみの種別ごとにルー
ルを守って正しく処理してください。

①テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機　
　購入した販売店又は、家電引取り協力店に処理を依頼してく
　ださい。
　※町の施設では処理できないため、苅田エコプラントへの搬
　入はできません。
　※リサイクル料金とは別に収集運搬料金が必要です。

③その他のごみ
　●業務用廃品：陳列ケース、業務量冷蔵庫、営業用看板、事務機器、自動販売機など
　●建築廃材：新築・解体廃材、ブロック、土砂、タイル、瓦など
　●危険物：ボンベ類、爆発物、劇薬、毒薬、廃油、塗料、農薬、除草剤、殺虫剤（液体）など
　●その他：バイク・自動車（部品を含む）、バッテリー、タイヤ、漁網、農機具（部品を含む）、農業
　　　　　　用ビニール、畦シート、ピアノ、消火器、大型金庫、浴槽、トイレ（本体）、灰、ドラム缶、
　　　　　　ボウリングの玉など

町が処理できるごみ

町が処理できないごみ

※一時多量ごみ：一般家庭の引越し、大掃除、庭木の刈り込み、模様替え、建具の入れ替えその他で一時的に多量に出るごみ。

①苅田エコプラントに自分で直接持って行く（自己搬入・有料）
　10 キログラムごとに 100 円のごみ処理手数料がかかります。
　搬入時は各自で事前に正しく分別して、係員の指示に従い、所定の場所に搬入してください。守らない
　場合は、搬入をお断りする場合があります。
 　●苅田エコプラント（苅田町鳥越町 1-3　☎ 093・434・4051）
    　受入時間：月～土曜日　9：00 ～ 12：00 ・ 13：00 ～ 15：30　※盆・正月休みあり
②町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する（有料）
　一般廃棄物収集運搬許可業者については、環境保全課（☎ 093・434・1834）へお問い合わせください。

②パソコン
　パソコンメーカーに回収を依頼してください。町・販売店等
　での回収・申し込みの受付は行っていません。
　※「PC リサイクルマーク」のないパソコンを処分するときは、
　回収・リサイクル料金が必要です。
　※倒産したメーカーのものや自作のもの等については、一　
　般社団法人パソコン 3R 推進協会（TEL 03・5282・7685）　
が有料で、回収・リサイクルを行います。


